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第1章 業務概要 
 

1-1業務概要 

1-1-1平成 31 年度事業の概要 

昨年度までに検討した、耕作放棄地活用のお試し居住（療養を兼ねた滞在型市民農園など）、福祉園

芸農園（園芸療法に資するもの）、優良田園住宅の整備促進などの取組み、現存環境を生かした林間活

用型健康・運動多目的活用・保全ゾーンの創出、健康増進・健康維持・予防・健診から療養対応まで幅

広い対策を図るため、健康・福祉・医食同源に関する医療関係まで含めた指導・体感学習・リハビリな

どの拠点となる施設ゾーンの形成、及びそれら機能を連動させることにより、健康をキーワードとした

農住・農福・食農・農観連携の展開を行っていく事業方針などの検討内容、そのもとに作成された整備

取組み案を踏まえ、今年度は事業実施に向けた具体的な検討として、民間主導型での整備・事業実施へ

の協力者を明確化していくとともに、村計画として推進を図るための土地利用調整・造成基本設計・事

業化計画などを作成する。 

また、事業化計画は、事業予定者や地権者を含む周辺住民、庁内の関係各課と調整を図りながら作成

していく。 

 

1-1-2 業務概要 

 本業務の概要を以下に示す。 

表 1-1 業務概要 

1) 業 務 名 
平成 31 年度：農を活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業 
農を活かした健康福祉活動の展開に資する基本計画を踏まえた事業推進 
（民間事業者の明確化・事業内容の確定・土地利用調整・基本設計等）業務 

2) 工 期 令和元年 6 月 3 日～令和 2 年 3 月 6 日 
3) 発 注 者 北中城村 
4) 受 注 者 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支店 
5) 管理技術者  梶原 唯史 
6) 担当技術者  山本 陽、高橋 元太、二宮 侑基、佐藤 貴行、佐藤 祐司、根原 孝輔、

中村 慶之介、川本 卓史、安藤 大輔、高橋
たかはし

 克
かつ

典
のり

 
7) 照査技術者  兒玉 隆昌 

 

1-2 業務実施内容 

本業務における業務実施内容は、以下に示すとおりとする。 

 

(1) 前々年度からの変更・修正及び前年度の報告書で取りまとめられた要点・概要の整理 

一昨年度に策定した本拠点に関する基本構想および昨年度報告書で取りまとめられた要点および概

要について、整理を行う。 

 

(2) 社会条件、上位計画、規制・誘導などの現状を再整理 

（＊特に、北中城村における観光及び健康・福祉の状況、農業、人口の状況、新たな都市マス、農振計

画、修正「まち・ひと・しごと創生」総合戦略、荻道・大城地域における環境・景観整備・条例等に

ついて整理） 
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 昨年度検討した事業推進プラン、整備取組み案を実現していくにあたって踏まえるべき社会的条件や、

上位関連計画、事業化に向けた規制・誘導などの条件・留意点・課題などについて再整理を行う。 

 

(3) 平成２９年度作成の基本計画を踏まえて平成３０年度業務で再検討・見直しを図った配置計画に基

づき、更なる実現性の確保及び段階的整備の実施に向けた方針を作成し、その上で各施設の基本的

イメージを固め、それぞれの役割・機能、事業規模・内容、実施者などについて整理 

昨年度見直しを行った配置計画に基づき、基本イメージを作成するとともに、各施設の整備条件、役

割・機能、事業規模、事業内容などを整理する。 

 

(4) 配置計画を踏まえ、第一段階として令和２年度での事業取組みを進めていく個々の事業に取り組む

事業予定者が作成する提示可能な資料として「実施計画（事業計画について・プロセスフロー・作

業工程・概算見積）・基本設計（前提条件の整理：施設・設備の仕様及び概要・施設規模・施設配

置図、整備イメージ図）」の整理及び本計画との整合検討 

第一段階予定の再生可能資源エネルギー施設（堆肥・液肥化含む）、コンテナ式水耕栽培施設の移設

（５基）、観光農園（学童農園含む）、水耕栽培ハウス（１５０坪程度）の取組み、農業生産法人の設立

について、さらには第二段階及びそれ以降の若松病院、滞在型市民農園、優良田園住宅整備に関しては

、事業予定者の想定している施設等の資料・考え方を収集し、本計画との整合を図っていく。 

 

(5) 地権者調整（本事業への参加・協力について、土地の売却・借地、自己活用・組織化しての活用な

ど利用意向の把握と、事業ごとの活用地集約（交換分合、一般的な開発行為など）の対応方針など

の整理） 

昨年度実施した地域住民との懇談会結果などを踏まえ、地権者に対して本事業の参画や協力の意向、

土地の活用方法の意向などについての把握を行い、土地確保に向けた方針を検討する。 

 

(6) 村有地として購入を進めていく土地・借地として進めていく土地、事業者が確保（所有又は借地）していく

土地などの考え方・実現評価・対策検討 

昨年度見直しを行った配置計画、事業手法検討結果、さらには把握された地権者の土地活用意向（売

却・借地・自ら活用など）を踏まえ、事業者自らが確保する土地、または村有地として購入を進めてい

く必要のある土地・借地として進めていく土地などについて検討・評価を図り、実現可能性有るたたき

台として整理する。 

 

(7) 都市マスタープラン、農業振興整備計画、まち・ひと・しごと創生総合計画（修正版）との関連付

けの明確化 

村で定めている総合計画、都市マスタープラン、農業振興地域整備計画、まち・ひと・しごと創生総

合戦略との関連付けを行い、本事業実施の位置づけを明確化する。 
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(8) 各施設における農振除外、農地転用、開発行為・都市計画（開発許可、建ぺい率・容積率、景観な

どの条例）、その他規制、道路整備の考え方、調整区域内における上下水道整備のあり方などにつ

いての整理と実施対策 

これまでの作業を踏まえつつ、各施設における農振除外、農地転用、開発行為・都市計画（開発許可

、建ぺい率・容積率など）、その他規制などへの実施対策を検証・整理する。 

 

(9) 本計画を地域再生計画として位置づけを図り、その素案を作成 

これまでの検討結果を踏まえ、内閣府に提出する地域再生計画の素案取りまとめを行う。 

 

(10) 委員会の設置（平成 30年度業務で設置された委員会で引続き対応：3 回程度） 

昨年度業務において設置した作業検証委員会を継続し、今年度実施する内容について助言・指導・検

証を行う。 

開催に際しては資料作成、委員会運営（事務局）、結果の取りまとめを行う。 

なお、事務局は村担当部署とするが、委託業務では委員会の開催に関する費用対応と共に、運営のた

めに必要な資料・検証データの作成・整理、委員会説明などの支援を行っていく。 

委員会は3回程度実施する。 

主な委員構成としては、昨年度からの継続として、行政、JA、金融・リース企業、福祉・療養関係、

教育機関（私立小学校）、対象地域の自治会役員、農業委員会代表、琉球大学（観光・福祉医療・農業

関連）に、有力な事業予定者を加えたものとする。 

 

(11) 事業予定者との調整 

事業予定者の作成する実施計画や基本設計などと、本計画との整合性を図るなどの調整を行うため事

業予定者との調整を実施する。ただし、そのための資料作成に関しては業務受託者が行うものとする。 

受託者は、その内容を踏まえ、事業の実現に向けた方策等の検討を行い、報告書に反映し、取りまと

めを図っていく。 

なお、事業予定者の対象は、村、リース企業、JA、事業参画予定企業などとし、3 回程度開催してい

く。 

 

(12)自治会役員との意見交換（荻道地区と大城地区の 2 地区で開催） 

(13)地区住民（荻道地区と大城地区の 2 地区）及び計画予定地内地権者への意向調査実施 

(14)地区住民への説明会開催（荻道地区と大城地区の 2 地区で開催） 

前年度に引続き、取組みを予定する荻道地区と大城地区の自治会役員との意見交換（3回程度）を図

ると共に、予定2地区の住民に対しての意向調査をも実施する。 
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(15)県中城公園（集客及び施設利用向上）・中城村（中城ダムの環境保全と活用について）との連携について

意見交換の実施と取組み検討 

本計画をより効果の高い事業とするため、県中城址公園（主客及び施設利用向上）、並びに、中城村

（中城ダムの環境保全と活用について）との連携について、関係機関との意見交換を行い、連携の取組

についても検討を図っていく。また、本拠点の南側に位置する県中城公園の自然環境ゾーンにおいて、

パークゴルフ場等の県民の健康増進を図るための施設を整備することを、中城村と連携しながら、県へ

要望・調整を図る。 

 

(16)役場庁内及び関係機関との調整と意見等の反映 

農を活かした地域再生検討委員会の第2回目開催前に、庁内の関係課との調整を図り、委員会資料の

作成を進めていく。その他、必要な事業予定者などとの調整を図る。 

 

(17)整備イメージパースの作成（鳥瞰パース A3 版：1 枚） 

前項までの検討した土地利用調整・基本設計・事業化計画、自治会への説明会、委員会などにおける

各意見、並びに事業予定者が提案する実施計画や基本設計などを踏まえ、イメージパースを作成する。 

 

(18)本事業における村が推進するロードマップとしての土地利用調整・造成基本設計・事業化計画の作成 

(1)から(17)までの作業を踏まえ、村として実施すべき内容を定めた土地利用調整・造成に関する基

本設計・事業化計画案（段階的な各整備の実施工程などを含む）を作成する。 

 

(19)報告書としての取りまとめ 

実施した(1)から(18)までの結果を報告書として取りまとめる 
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第2章 過年度報告書の要点・概要の整理 
 
2-1農を活かした北中城村活性化検討業務（平成 28 年度） 

 平成 28 年度の「農を活かした北中城村活性化検討業務」では、村の課題や総合戦略を踏まえ、「コン

テナ式水耕栽培」や「滞在型市民農園」などの取組みを実施する方向性を整理している。 

 

2-2平成 29 年度 基本構想・基本計画の概要 

(1)「健康福祉の里」の役割と目標 

  “長寿の村”という特徴を活かして、“健康長寿をキーワードとした地域ブランドの形成” 

 “「農・食・福・健」連携による健康長寿の 6 次産業化とブランド形成” 

(2)テーマと導入施設 

表 2-1 テーマと導入施設案 
テーマ テーマの展開 導入施設（案） 

食から 
健康増進 

健康に良い食事・飲料の提供 健康食レストラン、調理センター 

健康に良い食品の開発と販売 健康食品ショップ（六次化商品を含む） 

健康長寿の研究とレシピ普及 健康料理体験室、健康長寿研究所 

福祉から 
健康増進 

療養と癒しの場の提供 
療養・癒しの里ホーム 
健康増進センター（温泉活用・足湯等） 

園芸療法による介護予防やリハビリ 園芸療法ガーデン 

障碍者の生きがいや子ども達のよりどころづくり 障碍者支援施設 

交流から 
健康増進 

健康づくり、体力づくりの場を提供 健康づくり・予防医療センター、交流広場 

高齢者の方が働く場、生きがいを生み出す場の提
供 

シルバー人材センター、高齢者サロン 

土にふれ人と人とのつながりができる場の提供 日帰り型市民農園 

心身ともにリフレッシュして仲間ができるしくみ
づくり 

滞在型市民農園 

環境から 
健康増進 

体を動かしながら植物や風景を楽しむ場の提供 林間多目的活動工リア、農園散歩道など 

温暖な気候を活かした農産物の生産・栽培実験 

健康食材生産圃場 

園芸八ウス、植物工場、ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電施設 

多目的機能性実証芝栽培農園 

外からの人も温かく受け入れる農村づくり 畑付き優良田園住宅 

 

2-3平成 30 年度：農を活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業 

平成 30 年度の業務では、健康・福祉拠点に関する基本構想・基本計画を踏まえた事業推進検討を行

っており、その内容について、以下に示す。 

表 2-2 健康・福祉拠点に関する事業推進業務の概要（平成 30 年度） 

整備目標 「農を活かして心も体も地域も元気になる」 
取組みテーマ 「食・福祉・交流・環境・地域間連携・PR」 

取組み内容は、村の事業の「全体マネジメント」や「地域への利益還元」の観

点を考慮して検討。 
コンセプト（案） 「健康長寿『農と花の郷』」 
対象地区の選定 平成 29 年度計画において候補地を選定した結果、「荻道・大城地区」が有力で

あるとした。 
村の南側区域での防災的機能の工場を図る必要があることから、今年度におい

ても、昨年度の方針を引き継ぎ、「荻道・大城地区」を候補地とする。 
意向等を踏まえた施

設配置の参考案 
福祉・療養施設は、医療機関に事業に参画いただき、集約して配置する。 
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(1)プログラムと導入施設案 

プログラムと導入施設案について、事例の整理、ニーズやトレンドを再検証した結果を基に検討を行

った。また、平成 29 年度計画を基に、考慮すべき観点から有効と考えられる施設を新たに追加してい

る。 

表 2-3 プログラムと導入施設案 

テーマ テーマの展開 導入施設（案） 

食から 
健康増進 

健康に良い食事・飲料の提供 
健康食レストラン 

調理センター 

健康に良い食品の開発と販売 
健康食品ショップ（六次化商品を含
む） 

健康長寿の研究とレシピ普及 
健康料理体験室 

健康長寿研究所 

福祉から 
健康増進 

療養と癒しの場の提供 
療養・癒しの里ホーム 
健康増進センター（温泉活用・足湯
等） 

園芸療法による介護予防やリハビリ 園芸療法ガーデン 

障碍者の生きがいづくりや子どもたち
のよりどころづくり 

障碍者支援施設 

※ 市民農園の一部を障碍者支

援農園として活用 

※ 健康食レストランの一部を

子どもの居場所として活用 

※ オーナー制農園の一部を子
ども農園として活用 

交流から 
健康増進 

健康の大切さを気付かせ、健康づくり、
体力づくりの場を提供 

健康づくり・予防医療センター（健
診・リハビリ・体力づくり） 
交流広場 

高齢者の方が働く場や活動する場を提
供し、生きがいを生み出す場の提供 

シルバー人材センター 
高齢者サロン 

土にふれ人と人とのつながりができる
場の提供 

市民農園 

心身ともにリフレッシュして仲間がで
きるしくみづくり 

滞在型農園 

環境から 
健康増進 

体を動かしながら植物や風景を楽しむ
場の提供 

林間多目的活動工リア 
農園散歩道 

温暖な気候を活かした農産物の生産・栽
培実験 

健康食材生産圃場 

園芸八ウス 
コンテナ型植物工場 
コンテナ型バイオガス発電施設 

多目的機能性実証芝栽培農園 
・運動広場機能実証 
・駐車場機能実証 

外からの人も温かく受け入れる農村づ
くり 

畑付き優良田園住宅 

その他  管理事務所 
PR 施設（パネル展示等） 

※１：医療機関等との連携が必要  ※２：福祉施設等との連携が必要 

赤文字：昨年度計画より新たに追加した施設 
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(2)法的制約に関する検討 

  候補地周辺は、農用地に指定されている土地が広範囲に位置している。また、全域市街化調整区域

に指定されており、開発行為等は原則的に禁止されている。以下に、法的制約への対応方針及び制限

内容のまとめを示す。 

表 2-4 法的制約への対応方針および制限内容 

農振農用地の場合： 〇：農振除外・農地転用が必要、△：農振除外・農地転用が一部必要、もしくは手続きが簡素化。－：農振除外・農地転用は不要。 

市街化調整区域の場合： 〇：開発許可が必要、△：一部、開発許可等の手続きが必要、－：開発許可不要 

※1：優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針

テーマ 導入施設（案） 
法的制約に対する対応 

農振除外・農地転用の必要性 開発許可の必要性 

食から 
健康増
進 

健康食レストラン － 
国家戦略特区制度により 

農用地のまま農家ﾚｽﾄﾗﾝとして
整備 

〇 
法 34 条 2,4 号による許可 

調理センター 

健康料理体験室 
（レストラン内での有料プログ

ラムとして実施） 

健康食品ショップ 
－ 

農産物販売施設として農用地の
まま整備 

健康長寿研究所 〇 
〇 

法 34 条 1号による許可 福祉か
ら 

健康増
進 

福祉・療養施設（療養・
癒しの里ホーム） 

〇 

健康増進センター 〇 
園芸療法ガーデン － － 
福祉施設（障碍者支援
施設） 

〇 
〇 

法 34 条 1号による許可 

交流か
ら 

健康増
進 

健康づくり・予防医療
センター 

〇 
〇 

法 34 条 1号による許可 

交流広場 〇 〇 

シルバー人材センター 
〇 

〇 
法 34 条 1号による許可 高齢者サロン 

市民農園（日帰り型） 
△ 

（市民農園施設がない場合は、
手続き不要） 

△ 
（市民農園施設がない場合は、手

続き不要） 

市民農園（滞在型） 

△ 
農振除外：宿泊施設は必要。そ

の他施設は農業用施
設として整備可能。 

農地転用：市民農園法に基づく
場合、不要。 

△ 
令 20 条の施設は許可不要。令 20

条以外の市民農園施設は許可
が必要。 

環境か
ら 

健康増
進 

林間多目的活動工リア 
（散策路など） 

－ 
（ただし、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装整備等を

行う場合は必要） 
－ 

健康食材生産圃場 － － 
園芸ハウス、コンテナ
型植物工場 

コンテナ型バイオガス
発電施設 

△ 
農業用施設として整備 

（県と調整を行なう必要あり） 

〇 
バイオガス発電施設は許可必要 
（法 34 条 2,4 号による許可） 

芝栽培実証農園 － － 

優良田園住宅 
〇 

村が定める基本方針※1に位置付
けられれば、手続きが簡素化 

〇 
村が定める基本方針※1に位置付

けられれば、手続きが簡素化 

その他 管理事務所 〇 〇 
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(3)ゾーニングおよび配置計画の再検証 

ゾーニングおよび配置計画について、H29 年度計画の再検証を実施した。また、住民などの意見を踏

まえ、福祉・療養施設ゾーンには医療・福祉施設を配置し、施設の集約を行った。 

 

図 2-1 ゾーニングの再検証結果 

 

図 2-2 ゾーニングに基づく施設の配置計画（案）  
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第3章 社会条件・上位計画・規制誘導などの現状整理 
 

3-1本村の農業・健康福祉・観光に関する計画 

3-1-1北中城村第四次総合計画 

(1)農業に関する位置付け 

北中城村では、農業就業者の高齢化が急速に進行し、農業の担い手不足が深刻化しており、農業後継

者に継承されない又は担い手に集積されない遊休化した農地が多く見られることが問題となっている。 

このため、今後の農業のあり方としては、農業生産法人や担い手の育成・確保に努め、村農地バンク

設置に伴い遊休地を解消し、農地流動化による経営規模の拡大や、有用微生物群等を活用した多様な作

物の生産を促進しつつ、本村の環境特性に応じた産地形成へ取り組むものとされている。 

(2)健康福祉に関する位置付け 

北中城村は、元気な高齢者が地域づくりに活躍し、女性の平均寿命が日本一になるなど、健康長寿の

村としても知られているが、一方で若年層を中心として健康状態が危ぶまれる状況も見受けられる。こ

のため、村民一人ひとりの自覚のもと、村全体で楽しみながら健康づくりができるよう支援をすすめ、

生涯健やかで笑顔あふれる“健康づくり”を目指すとしている。 

(3)観光に関する位置付け 

北中城村は、海岸低地や台地、丘陵地など起伏に富んだ地形と肥沃な農地、そして豊かな海の幸を有

している。また、交通の要衝として、アワセ地区における広域交流拠点の形成も進んでいる。これらの

資源を活かしながら、農水産業の振興を図るとともに、世界遺産中城城跡をはじめとした歴史文化資源

を活かした観光、農商工・観光が連携した 6 次産業の展開などにより、地域の魅力を活かしたにぎわい

のある“産業づくり”を目指すとしている。 

 

3-1-2まち・ひと・しごと創生総合戦略 

「北中城村まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」や沖縄

県の「沖縄県人口増加計画（改訂版）（沖縄県まち・ひと・しごと創生総合戦略）」を勘案し、「北中城村

第４次総合計画」との整合を図り、雇用の創出や産業振興、地域コミュニティの育成など地域活性化に

つなげるための指針である。 

 

3-1-3健幸度世界一のむら実現を目指して（北中城村観光振興基本計画） 

北中城村の観光を取り巻く環境の変化に対応するため、観光振興に関する明確な理念と目標を設定し、

戦略的に取り組む必要がある。新たなむらづくりの一環として、｢賑わいのある観光地としての北中城村｣

を目指すための指針となる観光振興基本計画を策定し、今後の地域活性化と北中城村全体の持続的な発

展の指針とする。 
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3-2人口の状況 

 北中城村における人口の状況は、平成 25 年

度～平成 31 年度にかけて、総人口・世帯数共

に微増傾向にある。 

 

 

図 3-1 人口の状況⇒ 

 

3-3規制・誘導などの状況 

3-3-1農業振興地域への指定状況 

 以下に、候補地周辺の農振農用地への指定状況を示す。候補地

周辺は、農用地に指定されている土地が広範囲に位置している。 

 

3-3-2建物高さに関する規制 

建築物の高さについては、北中城村景観計画により、荻道・大

城地区では 3 階以下、12m 以内とされており、これを遵守する

必要がある。 

3-4関連計画における位置付け整理 

3-4-1都市計画マスタープランにおける位置付け 

令和元年 9 月に改定された

都市計画マスタープランにお

いて、本事業の拠点は、村の

活性化や魅力向上に寄与する

土地活用を検討し取組みを推

進する「活用検討ゾーン」に

位置付けられている。 

図 3-3 都市計画マスタープランにおける位置づけ      

3-4-2農業振興地域整備計画における位置付け 

平成 31 年 2 月には、農業振興地域整備計画の見直し計画が策定されている。 

本計画では、農業近代化施設の整備の方向として、「近代化施設の整備を積極的に推進し、更には水耕

栽培施設整備に取り組むなど農業経営の近代化の促進に努める。」としている。 

また、農業を担うべき者の育成・施設確保の方向として、「魅力ある農業構造の確立を目指し、担い手

となる経営体の育成や新規農家が参入できる環境づくりに努める。」とされている。 

3-4-3まち・ひと・しごと創生総合戦略（改訂版）における位置付け 

 平成 31 年 3 月には、まち・ひと・しごと創生総合戦略が改訂されている。 

「健康長寿のまちづくり推進と働き盛り世代の健康増進」については医療・福祉施設、「魅力ある観光

資源の発掘と振興」については滞在型市民農園や優良田園住宅、「農水産業の成長産業化」についてはバ

イオガス発電施設や植物工場等の施設の方向性と合致しており、まち・ひと・しごと創生総合戦略の方

向性に従い、整備を実施していく。  

図 3-2 候補地周辺の農用地指定状況 
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第4章 地権者調整および土地利用方針 
 
4-1地区住民および計画予定地内地権者への意向調査 

4-1-1意向調査の概要 

 以下に、アンケートによる地権者の意向調査の概要

を示す。 

表 4-1 アンケート調査の概要 

目的 事業対象地の地権者の土地の活用状

況、活用意向を把握し、事業を進める

上での参考とするため。 
対象 候補地の地権者 
人数 49 名 
発送元 北中城村役場 
期間 2019 年 7 月上旬～8 月中旬（約 1 ヵ

月）※3 月上旬に一部地権者へ追加ア

ンケート実施 

 

4-1-2アンケート内容 

 以下に、アンケート調査内容の概要を示す。 

表 4-2 アンケート内容 

 

図 4-1 アンケート実施範囲 
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4-2意向調査結果のまとめ 

以下に、アンケート調査結果から得た結果のまとめを示す。 

 売却や貸し付けの意向については、約 7 割の方が売却・貸し付けが可能とのご意向を示している。

一方、約 3 割の方は自己活用・引継ぎ等を行いたいご意向である。 

 売却・貸し付け先については、約 6~8 割の方が「誰でもよい」との回答。 

 自己活用したい場合は、農業もしくは宅地としたいご意向を示している。 

 事業全体に対しては、「病院・健康増進施設」への要望が多い。 

 
図 4-2 アンケート回答状況 

 

 

図 4-3 所有地の売却・貸付意向（※3 月時点）  

  （条件付きで）売却したい 

（条件付きで）貸付したい 

売却・貸付どちらも可能 

どちらもできない 

アンケート回答済 

アンケート未回答 

アンケート未回答 

（現住所不明） 

現在一事業者が仮

登記中 
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4-3土地利用計画方針 

4-3-1段階的整備の検討 

平成 30 年度計画では、関係機関・地元意向等も踏まえて全体的な配置計画案を策定したが、実現に向

けては土地利用上の法規制の問題等もあり、事業主体により事業参画への取組み時期も異なることが想

定されるため、段階的整備の方針づくりを検討する。 

 
図 4-4 関係機関・地元意向等を踏まえた施設の集約配置案 

4-3-2段階的整備方針の前提条件 

 候補地周辺のうち、農振農用地に指定されていない（農振白地）となっている区域を下図に示す。こ

の場所は多くが三育小学校の所有地となっている。 

 農振白地のため、法的な制約は厳しくなく、用地の確保が可能であれば事業の早期着手が可能である

と考えられる。また、三育小学校とは用地提供の合意は取れていないが、事業に対する好意は示してい

ただいており、学童農園などでの環境教育の連携も可能と考えられる。 

 そのため、この場所を早い段階での事業着手を想定する区域として、段階的な整備方針を検討する。 

 

図 4-5 候補地周辺ののうち農振白地となっている区域  
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4-3-3段階的整備の検討結果 

 以下に、段階的な整備方針の検討結果を示す。 

 地権者の意向や法的制約、敷地の大きさなどから、候補地の西側から整備を進めていく方針とする。 

バイオガス発電などの食の循環に関する事業は、最も事業進捗が早いことから第一段階の整備地区に

位置付けられる。なお、整備対象用地は市街化調整区域、農振白地（畑）区域であり、法規制が比較的

厳しくない。 

次頁に、この段階的整備方針から整理した配置計画案を示す。 

 

図 4-6 段階的整備の方針 



15 

 

図 4-7 ゾーニングに基づく施設の配置計画図 
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4-3-4交換分合などを踏まえた土地利用方針 

アンケートによる地権者の意向調査結果を受けて、事業対象地域の土地利用計画方針について述べる。 

 

交換分合制度とは、一定の地域の農用地について、その所有権や使用収益権を一定の計画のもとに一

括して移転又は設定（消滅）することにより、土地の区画形質の変更を伴わずに農用地の集団化を図る

制度である。 

 アンケートにおいて所有地を自己活用したい意向を示した地権者については、将来的には交換分合に

より土地の集約を行うことを検討する。 

 
図 4-8 交換分合による土地の集約イメージ 

 

図 4-9 交換分合制度の仕組み  

 アンケート未回答者については、民間事業者が今後調整を行う。 

 売却・貸付意向のある地権者の土地については、配置計画を踏まえて順次検討・対応を進めていく。 

 自己活用意向のある地権者の土地については、将来的に交換分合などの対応を行うことを検討す

る。 

自己活用の農地と

して集約 
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第5章 各施設の基本イメージ及び役割・機能、事業規模・内容等の整理 
 

5-1各段階における役割機能・取組み内容・実施者など 

5-1-1第一段階整備区域の取組みについて（三育小学校保有地活用のモデル導入案） 

(1)パッケージによる取組み 

 第一段階では、食の循環・新たな産業の創出を実現するため、バイオガス発電、植物工場、園芸ハウ

スのパッケージにより事業を実施し、発電した電力は植物工場での農産物生産および医療施設の非常時

電力供給に使用する。 

 

図 5-1 パッケージによる事業実施のイメージ 

(2)第一段階整備の実施場所 

 第一段階整備区域を下図左の赤枠内に示す。地権者への理解を早期に得ることが望ましく、かつ医療・

福祉施設に非常時電源供給を行うため、できるだけ近接している必要があることから、三育小学校の所

有地での事業実施を検討する。また、学童農園などの環境教育への活用が期待される。 

 
図 5-2 第一段階整備区域  

商業施設 ホテル 給食調理場

収集運搬事業者

バイオガス発電
太陽光発電

（蓄電池併設）

植物工場

園芸ハウス
・露地圃場

農業事業者
など

運搬費 再生資源
処理費

液肥・堆肥

再生資源

代金
電気

農産物

代金
小売業者など

パッケージで事業を実施

熱

発酵槽の加温

農産物

代金

民間事業者や農業生産法人に
よる事業実施を想定

■植物工場 コンテナ式6棟
(水耕栽培実証の5基＋新規1棟を
活用)

■園芸ハウス 約200坪の園芸
ハウス又は露地圃場

病院

非常時電源の供給

体験・福祉
農園 液肥・堆肥

堆肥・液肥化
設備

熱 液肥・堆肥

熱

三育小学校 

所有地 

医療施設の 

概ねの候補地 
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(3)第一段階整備区域における施設概要 

 主な施設はバイオガス発電施設、作業管理ハウス、コンテナ式水耕栽培施設、体験農園などとする。 

表 5-1 第一段階整備区域における施設概要 

 導入施設 
導入費用
（万円） 

面積
(坪) 

面積
(m2) 

備考 

① バイオガス発電施設 約 22,000 115 379.5 面積には資材倉庫等も含む。 

② 作業管理ハウス 約 1,100 30 100.0 
 冷蔵庫・育苗用保冷室・

プレハブ：一棟（18 坪） 
 プレハブ：一棟（10 坪） 

③ コンテナ式水耕栽培施設 約 1,120 55 170 ― 

④ 施設園芸・水耕ハウス 約 1,350 210 630 

 バナナ用ハウス：100 坪 
 バニラおよびﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ

用ハウス（100 坪） 
 その他（10 坪） 

⑤ 体験農園 約 760 165 545 

 体験農園：4 面（8 坪×4
面） 

 オーナー農園：17 面（4
坪×17 面） 

 福祉農園：5面 
 資材倉庫等 7坪 

⑥ 駐車場 約 210 65 200 
 職員用 4 面、訪問客用 10

面 

⑦ 
全体的な敷地造成及び、 
歩道等整備、インフラ設置 

約 960 640 2,110 ― 

⑧ 園芸ﾊｳｽ又は露地栽培圃場 ― ― ― 追加整備予定地 

 

図 5-3 第一段階施設配置図 

(4)事業の実施者について 

本事業では、バイオガス発電とともに、植物工場や園芸ハウスにおける農業経営を行うため、農業経

営を行うことができる農業法人を事業者の条件とする。農業経営を営むことができる「農地所有適格法

人」を事業者の条件とし、既存もしくは新規の農地所有適格法人により事業を実施する。 

■想定される農地所有適格法人の構成（案） 

北中城村、JA おきなわ、農業関連企業（村内）、その他民間企業（植物工場等の実績企業）、バイオ

ガス発電設備会社 など 
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5-1-2第二段階整備区域の取組みについて 

(1)第二段階整備区域の実施場所 

 第二段階整備区域を下図に示す。より多くの集客を得るため、農産物直売所・農家レストランは、中

城公園に隣接することが望ましく、以下の候補地にて事業を実施する。 

 
図 5-4 第二段階整備区域 

(2)第二段階整備区域における施設概要 

第二段階では、体験・観光型オーナー制農園、農産物直売所・農家レストラン、四季のお花畑（冬・

夏：ヒマワリと芝桜、春・秋：コスモスと菜の花）、オオゴマダラの巣箱木帯等の整備を実施する。 

表 5-2 第二段階整備区域における施設概要 

導入施設 
導入費用
（万円） 

面積
（坪） 

面積
(ha) 

備考 

園芸（水耕・養液注入方式）ハ
ウスでの栽培 

15,000 1,150 0.38 

 水耕イチゴハウス 
 水耕ミニトマトハウス 
 播種・育苗ハウス 
 管理小屋・倉庫・通路等 

体験・観光型オーナー制農園 850 200 0.07 
 体験農園 20 面 
 オーナー農園 30 面 

農産物直売所・農家レストラン ― 500 0.17 

 農産物直売所：160坪 
 店舗：45坪 
 食堂（厨房含）：120 坪 
 トイレ：25 坪 
 食品加工室・事務室等：50 坪 
 料理体験及び医食健康相談と休

息コーナー：50 坪 

駐車場 980 445 0.15 
職員用：14 面、客用：50面、観光バ
ス用：2面、マイクロバス用：４面 

管理事務所 720 25 0.01 プレハブハウス：１棟  
全体的な敷地造成及び植栽・歩
道等整備 

3,100 2,390 0.79 ― 

 

(3)法的規制について 

 第二段階整備区域は市街化調整区域、農振農用地であるため、農業者又は農業生産法人での取り組み

を想定する。 

(4)事業の実施者について 

第一段階と同様に、農地所有適格法人などの民間事業者が事業を実施する。  
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5-1-3第三段階整備区域の取組みについて 

第三段階においては、医食同源の核となる医療・福祉施設の整備を実施する。なお、事業者自らが地

域への説明を行い、村への要請を地元自治会、事業者とで実施する。 

 

(1)第三段階整備の実施場所 

第三段階整備区域を下図に示す。医療福祉施設では、第一段階整備におけるバイオガス発電施設から

の非常時電源供給を受けるため、第一段階整備区域に近接している必要がある。なお、第三段階整備区

域は、現在 1 地権者が仮登記中である。 

 
図 5-5 第三段階整備区域 

(2)法的規制について 

 第三段階整備区域は市街化調整区域、農振農用地であるため、農振農用地除外、農地転用、開発許可

申請等を行う必要がある。 

(3)事業の実施者について 

 第三段階における事業の実施者は、村内の特定医療法人を想定する。 

 

5-1-4第四段階整備区域の取り組みについて 

(1)第四段階整備の実施場所 

 第四段階整備区域を図 5-6 に示す。 第三段階において医

療・福祉施設の整備を実施した土地の東側で整備を行う。 

 

(2)第四段階整備における施設概要 

 第四段階においては、優良田園住宅や滞在型市民農園の整

備を行う。  

図 5-6 第四段階整備区域 
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(3)法的規制について 

 第四段階整備対象区域は市街化調整区域、農振農用地であるため、優良田園住宅は、農振農用地除外、

農地転用、開発許可申請等を行う必要がある。ただし、優良田園住宅は、村が基本方針を作成すること

により、農振除外・転用手続きの簡素化を図ることが可能である。また、滞在型市民農園については、

市民農園法などに基づき、施設の内容に応じて対応を図る必要がある。 

 

(4)事業の実施者について 

 第四段階においては、県内民間企業（農業協同組合、ハウスメーカー等）が中心となり、事業を実施

することを想定する。 

 

5-1-5健康増進施設の取組みについて 

今年度業務における検討の結果、健康増進施設としてパークゴルフ場を整備することとする。北中城

村および中城村が連携し、中城公園での整備を県へ要望を行っていく。 

 

(1)健康増進施設整備区域の考え方 

今年度業務における検討の結果、

県中城公園の近隣に整備することと

する。周辺住民だけでなく、県民の

健康増進施設として機能することも

期待される。 

 

(2)パークゴルフ場に期待される効果 

パークゴルフ場の整備により、北

中城村だけでなく、中城村および中

城公園の活性化も期待される。 

また、県中城公園の近隣に整備され

ることで、周辺住民だけでなく、県

民の健康増進施設として機能すること

も期待される。 

 

(3)中城公園における位置付け 

健康増進やコミュニティの創造は、北中城村だけでなく、周辺市町村の住民も対象として考える必要

がある。 

また、健康増進は県民の課題でもあることから、パークゴルフ場などの健康増進施設は中城公園に位

置付けることが望ましいと考えられる。 

これらのことから、健康増進施設整備については、北中城村および中城村が連携し、県へ要望を行っ

ていく。  

図 5-7 健康増進施設（パークゴルフ場）整備区域 



22 

5-2各事業及び全体の管理・運営方法・体制 

(1)本事業全体での管理・運営方法 

本事業への参画企業から出資を募り、全体のエリア管理及び各施設のメンテナンス管理･警備、駐車

場・景観緑化（斜面地･敷地内など）・取り付け道路及び内部道路の整備対応を行っていくエリアマネジ

メントを実施する。 
本事業では、共同組織により、地域の利便性向上や維持管理、清掃、警備などを行っていくことから、

組織体系としては LLP や LLC、NPO 等が適すると考えられる。 

 

(2)事業スキーム（村の事業への関与）及び運営手法 

エリアマネジメントでは、共有施設整備や共有交通の運営、事業間調整などの項目を対象とし、村の

助言を受けながら実施していく。 

 

図 5-8 エリアマネジメントの実施イメージ 

(3)本計画の整備に関する協定書（案） 

エリアマネジメント組織の前段階となる枠組みについて、関係者による協定を締結し、連携した事業

の検討・進捗を図っていく。なお、協定書の締結者は、村や自治会、民間事業者、教育機関などを想定

しており、各関係者の果たすべき主な役割は以下のとおりとする。 

表 5-3 協定書の締結者（案） 

協定事業者 取組み内容 
北中城村 食物残渣の処理対応、コンテナ式水耕栽培・事業全体の

管理・助言 
商業施設 食物残渣の提供 
教育機関 環境教育及び学童農業体験実施 
民間事業者（農地所有適格法人） 指定管理事業の受託・事業実施 
JA おきなわ北中城支店 

農業事業に関する連携・事業参画、事業に関する助言 農業関連企業（村内） 
その他民間企業（植物工場等の実績企業） 
特定医療法人 医食同源を踏まえた健康づくり支援 
荻道自治会 

地域との連携、事業の監視 
大城自治会 
バイオガス発電設備会社 バイオガス発電に関する設備提供・事業実施 
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第6章 事業予定者が作成する実施計画・基本設計の整理及び本計画との整合検討 
本事業の各段階において、事業予定者が検討している事業内容について整理を行う。各事業者の計画

検討内容は、あくまで現時点では構想中のものであり、今後の各事業者の本事業に対する相互連携など

の取組み方によっては、内容が変更になるものである。 

 

6-1第一段階整備予定施設 

6-1-1バイオガス発電施設概要 

(1)導入候補とする設備 

平成 30 年度の計画では、バイオガス発電設備のメーカーなどへのヒアリングにより、導入候補とする

メーカーの評価を行っている。今年度ヒアリングを再度行った結果より、改めてバイオガス発電設備の

評価を行い、以下に示す上位 2 社を候補で選定する。この 2 社に対し、基本的な仕様検討・設計を依頼

し、委員会で設計成果を基に評価を行い、検証を行った。 

表 6-1 昨年度の基本計画策定におけるバイオガス発電設備の選定 
企業名 ㈱開成 サイエンスシード㈱ 
設備 コンテナ式バイオガス発酵層 A-2 ① BIO-DOM BD-50(ﾊｳｽ型ﾌﾟﾗﾝﾄ) 

② コンテナ型設備 
実証の目的・目標の達
成 

〇 
実証の目的・目標の達成には支障ない。 

〇 
実証の目的・目標の達成には支障ない。 

事
業
の
成
立
性 

設備の実用性・
応用性 

〇 
導入実績：有り 
実用製品化：有り 

〇 
導入実績：有り 
実用製品化：有り 

企業の対応力 ◎ 〇 
経済性（設備
費・維持費） 

〇 
設備費用：9,000 万円 
導入費用：不明 

◎ 
設備費用： 
① ハウス型：4,200 万円 
② コンテナ型：6,990 万円 
導入費用：600 万円程度 

運用の安全性・
保守性 

◎ 
安全対策：遠隔監視等各種設備有り 
災害対策：システム設計時に対応 

◎ 
安全対策：遠隔監視等各種設備有り 
災害対策：両タイプ共に実施設計及びシステ
ム設計後に対応 
 

評価 19 点 
設備がシンプルで、少人数でも運用が可能。 
バイオガス発電の導入実績もあり、事業化へ
の対応意欲もある。 

19 点 
小規模型を専門に扱っているため、費用も安
価で実績も多い。 
設備変更等にも柔軟に対応可能。 

◎：非常に良い（5 点）、○：良い（3 点）、△：あまり良くない（1 点）、□：不明（評価できず） 

 

(2)設計成果の評価ポイント 

 設計成果については、以下の観点で評価を行い、来年度実施する詳細設計の推奨案を整理する。 

■設計成果の評価ポイント 

①経済性（イニシャルコスト・ランニングコスト）、②必要面積、③外観、④安全性、⑤環境対策、保

守管理性、⑥消化液利用・堆肥化への対応性 

 

(3)設計成果の評価方針 

バイオガス発電施設は民間事業者が使用して運営し、最終的には事業運営者が施設を選定することと

なる。そのため、本委員会では、各社の基本的な設計成果に基づき、来年度実施する詳細設計の推奨案

を整理する。  
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表 6-2 設計に関する推奨案 

項目 推奨の考え方など 
経済性  両製品ともイニシャルコストに大きな差はない。 

（後述するが、事業採算性は非常に厳しいところにあり、イニシャルコストについても
更なる縮減が必要である。） 

 原料投入について、なるべく水道水による希釈せず、ランニングコストを低減する。 
 概算事業費は約 2 億 2,000 万円程度であり、なるべく費用の軽減を図る。 
  

必要面積  活用可能な敷地が限られるため、可能な限りコンパクトな配置とし、水耕栽培コンテナ
を除いて 400 ㎡程度で配置可能な設計とする。 

 電気を利用する水耕栽培施設の配置も考慮したレイアウトが望ましい。 
外観  設備の形状に統一感があることが望ましく、コンテナ式

水耕栽培と同様のコンテナ型とする。 
 周辺の自然景観になじむ形状、色彩に対応を図る。 
 縦型の発酵槽を用いる場合は、できるだけ視界に入らな

いよう配慮した設計とする。 
 
 

安全性  火災防止対策として、漏洩ガスの検知器の設置、および貯留設備、燃焼設備に逆火防止
装置および圧力調整装置を設置する。 

 発電機もコンテナ内に配置し、スプリンクラーを設置する。 

【維持管理に関する事項】 
 定期的にガス濃度測定を行うことが重要であり、日常点検は毎日実施する。 
 食品残渣に使用済みライターなどが混入しないように分別を徹底する。 

 

環境対策  臭気が発生する可能性のある受入設備、前処理設備及び発酵残渣処理設備は、開閉シャ
ッターなどを設け、極力密閉構造（建屋もしくはコンテナ、タンク内）にする。 

 建屋・コンテナ、タンクはブロワーで吸引し負圧構造にして臭気の拡散を防止するとと
もに、活性炭による脱臭装置を設ける。 

発生したバイオガスは全て発電用途に使用するため、余剰なバイオガスを燃焼させる
余剰ガス燃焼装置等は想定しない。 

 
【維持管理に関する事項】 
 扉の開閉時間はできるだけ短くし、近隣に影響しにくい時間の搬入などによ

り対応を図る。 
 

保守管理
性 

 保守管理性に配慮し、破砕機は耐久性に優れた構造及び材質とする。 
 設備の核となる発電機については、国内製のものを使用する。 
 部品の交換が速やかに行われるよう、可能な限り国内生産されている部品で構成された

ものとする。 
 発酵の安定性を確保するため、できるだけアンモニア等に耐性のある菌を使用する。 

消化液利
用・堆肥
化への対
応性 

 消化液改質装置は、液肥・堆肥・農業用水に分けて利活用可能な設備とする。 
 消化液の量が過大にならないようにするため、原料の希釈には消化液の一部を利用する

こととする。 
【維持管理に関する事項】 
 異物の混入などの品質に留意しつつ、域内での需要、受入先の確保に留意す

る。 
 

その他  設備全体に対し、塩害対応を図る。 
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6-1-2コンテナ式水耕栽培施設概要 

コンテナ式水耕栽培施設の概要を以下に示す。 

 コンテナ式水耕栽培施設において、民間事業者が既往の実証実験（H30 年度）で使用した 40F コン

テナ式水耕栽培施設 5 棟を移設・修繕して活用するとともに、指定管理者となり運営を行うことを

想定する。 

 村は事業者と協定を結び、事業への助言などを行っていくことを想定する。 

 民間事業者の本事業への参画及び具体的な取り組み内容については、新たな農地所有適格法人の設

立の検討や、今後の協定の締結も含め、計画内容を精査していく必要がある。 

表 6-3 コンテナ式水耕栽培施設概要 

表 6-4 植物工場の生産予定品目（案） 

対象号機 栽培対象品目 備考 
太陽光型 2 号機 バナナの苗・パッションの苗・沖縄野菜（ハンダマ・島唐辛子

など）の栽培 
既存実証実験施
設を事業用へ改
修し、活用 

太陽光型 4 号機 
人工光型 1 号機 ハーブ類、ワサビ、ニンニク類 

人工光型 3 号機 バニラビーンズ・コーヒーの苗栽培、通常葉野菜類の栽培、沖
縄野菜（ハンダマ・島唐辛子）の栽培、ミョウガの栽培、一部
は実証用栽培で使用 

人工光型 5 号機 通常葉野菜類の栽培と播種・育苗室 

人工光型 6 号機 低カリウム葉野菜類の栽培 新規導入 

 

6-1-3施設園芸・水耕ハウス施設概要 

施設園芸・水耕ハウスの施設概要を以下に示す。 

 村は事業者と協定を結び、事業への助言などを行っていくことを想定する。 

 民間事業者の本事業への参画及び具体的な取り組み内容については、新たな農地所有適格法人の

設立や、今後の協定の締結も含め、計画内容を精査していく必要がある。 

 施設については、沖縄の自然条件（台風等）に対応した施設を選択する。 

表 6-5 施設園芸・水耕ハウス施設概要 

項目 内容 

想定される事業者 施設整備・管理運営：民間事業者 

整備用地坪数 約 210 坪数（ハウス：200 坪＋その他 10 坪） 

 

6-1-4観光農園 

観光農園（学童農園・福祉農園含む）の施設概要を以下に示す。 

 リタイヤした農業者を先生とした営農指導と営農サポート・農園管理などの作業を障碍者支援・

高齢者生きがい事業となる雇用対応を進めることも検討する。 

表 6-6 観光農園施設概要 

項目 内容 

想定される事業者 北中城村（学童農園整備・運営）・教育機関（学童農園管理） 

JA（観光農園・福祉農園運営） 

整備用地坪数 165 坪 

（オーナー農園（４坪×17 面）、学童体験農園（8 坪×4 面）、福祉農

園（8 坪×5 面）、資材倉庫等（約 7 坪程度）、通路を含める。） 
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6-1-5圃場・園芸ハウス 

第一段階の事業実施から３年以降に第一段階の追加事業として隣接する地番 261-1（約 450 坪）を確

保（借地又は購入）し、圃場・園芸ハウス整備事業を推進する。 

この圃場・園芸ハウス整備事業については民間事業とすることを基本とするが、事業主体や事業内容、

設備投資のコスト、販売流通経路の確保等についても今後検討を進めていく。 

 

図 6-1 確保予定敷地 

6-2第二段階以降の整備施設 

(1)医療・福祉施設 

医療・福祉施設について、現時点では整備を考える敷地の確保が十分ではなく、敷地の追加確保が確

定していない状況下では正確な施設配置計画や設計検討が進められないことから、現状では施設概要・

施設規模・敷地面積、導入費・整備費などについて未確定である。 

 

《医療福祉施設の規模に関する参考検討》 
以下に示す仮登記地及び数値（必要と考える建物延床面積など）は、現時点での確保地及び取得

を想定している数値である。 
 対象地における高さ制限：12ｍ 
 想定される建ぺい率：60％、容積率：200％ 
 現時点での仮登記地：約 4,540 坪 

以上から、 
 想定される建ぺい率からの面積：約 2,724 坪 
 想定される容積率からの面積 ：約 9,080 坪 
 建物の延床面積は、最大で 2,724 坪×３Ｆ分＝8,172 坪のものが、最大容積範囲内に収まる。 
 駐車場は（4,540 坪－2,724 坪）＝1,816 坪が駐車場可能面積であるが、緑化率を 30％確保す

ることとし、その場合に確保可能な台数は 1,271 坪／６坪（ゆとりを持った１台あたりの基礎

単位）＝乗用車 210 台分となる。 

 

(2)滞在型市民農園・優良田園住宅 

滞在型市民農園、優良田園住宅の整備については、連携・提携するハウスメーカー事業者の確定、地

元地権者との調整・取組み方法（事業方法）の確定を第二段階着手までに確実に図る。 

現時点では整備を考える敷地の確保が出来ておらず、施設配置計画や設計検討が進められないことか

ら、現状では導入費・整備費などについて未確定となっている。 

  

荻道 261－1 
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第7章 農振除外、農地転用、開発行為・都市計画、その他規制、イ
ンフラ整備のあり方などについての整理と実施対策 
 

7-1農振除外・農地転用などへの対応 

(1)土地利用上の法規制 

以下に、整備対象区域の土地利用上の法規制状況について示す。候補地周辺は、大半が農振農用地で

あり、市街化調整区域に位置付けられる。 

 

図 7-1 候補地周辺の農用地及び市街化調整区域への指定状況 

(2)第一段階整備区域における土地利用の法規制に対する対応 

 以下に、第一段階整備区域における土地利用の法規制に対する対応について示す。農地法の改正によ

り、植物工場はコンクリート張りしても農地転用が不要となった。 

表 7-1 第一段階整備区域における土地利用の法規制に対する対応 

導入施設・機能 農地転用 
／開発許可 

法的制約への対応 備考 

バイオガス発電施設 農地転用  必要。（農業委員会
で非農地と見なされ
ない限り必要） 

 バイオマス等の発電設備を農地に設置する場合、農地転用
許可が必要（農林水産省）。 

 農業用施設とみなしても、本施設は 200 ㎡を超えるため、転
用許可が必要。 

開発許可  必要。  法 34 条第 4 号（農林漁業用施設）による許可 

作業管理ハウス 農地転用  農業経営上必要な
施設で、転用面積が
200 ㎡以下であるた
め、農地法による許
可は不要。 

 転用に併せて権利の移転、設定を伴い農地の所有者以外が
転用する時や、農業用倉庫等の転用面積が 200 ㎡以上の場
合は、許可が必要。 

開発許可  不要。  農業の用に供する建築物の場合は開発許可申請不要（都市
計画法第 29 条）。 

コンテナ式水耕施設 農地転用  不要。  平成 30 年 11 月に農地法が改正、農業用ハウス等の農作物
栽培高度化施設の用に供される土地（高度化施設用地）をコ
ンクリート張りする場合は農地転用不要（農地法第 43 条）。 

開発許可  不要。  農業生産法人が植物工場を運営する場合は、開発許可は
不要（法 29 条）。 

施設園芸・水耕ハウス 農地転用  不要。  平成 30 年 11 月に農地法が改正、農業用ハウス等の農作物
栽培高度化施設の用に供される土地（高度化施設用地）をコ
ンクリート張りする場合は農地転用不要（農地法第 43 条）。 

開発許可  不要。  農業生産法人が植物工場を運営する場合は、開発許可は
不要（法 29 条）。 

体験農園 農地転用  不要。  市民農園施設がない場合は、農地としてそのまま利用するた
め農振除外・農地転用などの手続きは不要。（ただし、開園
方式によっては、他の手続きが必要となる場合もある。） 

開発許可  不要。 － 

駐車場 農地転用  必要。 － 

開発許可  必要。 － 
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(3)市民農園の開設方法とそれに伴う制限・特例 

市民農園整備促進法に基づく場合は、前述のとおり農地転用などの特例が認められるため、基本的に

は市民農園整備促進法に基づく市民農園開設が望ましい。なお、農地の貸付けを行う場合、学校法人や

特定医療法人への貸付は農地法 3 条（農地の権利移動の制限）に抵触する可能性がある。そのため、農

園利用方式により土地の所有権を移転することなく事業を実施することが望ましい。 

 

図 7-2 市民農園のタイプ分類（出典：市民農園開設の手引き(兵庫県)） 
表 7-2 市民農園の開設方法 

※ﾄｲﾚや休憩所、駐車場は市民農園施設とみなせる。一方でﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電施設は市民農園施設とはみなせ
ない。（農水省ﾋｱﾘﾝｸﾞより）  

開設方法 貸し農園タイプ（特定農地貸付方式） 農園利用タイプ（農園利用方式） 

準拠する法律 特定農地貸付に関する農地
法等の特例に関する法律 

市民農園整備促進法 （法律の規制なし） 

開設できる者 市町村、農業協同組合、農地所有者(農家等)、ＮＰＯ法人、
企業、個人等 

農地所有者(農家等) 

農園の要件 ①10a 未満の貸付で、相当数
の人を対象とし、定型的な
条件で行われるものである
こと 

②営利目的としない農作物の
栽培を行うための農地の貸
付であること 

③5 年間を超えない農地の貸
付であること 

市町村が指定した「市民農
園区域」 

相当数の人を対象として定型
的な条件で、レクリエーションそ
の他の営利以外の目的で継続
して行われる農作業を行う農地
であること 

農地の権利関係 最終的に、市民農園利用者に賃借権その他
使用収益権等が設定される 

権利の移動を伴わない 

耕作者 市民農園の利用者 市民農園の開設者(農家等)  
※農作業の一部は利用者 

収穫物の帰属 市民農園の利用者 市民農園の開設者(農家等) 

料金の種類 賃貸料 利用料 

農地法の特例 特例なし 農地法 3 条、4 条、5 条の許
可が不要となり、農地転用
等が不要 

－ 

都市計画法の特例 特例なし 開発許可が不要 － 

開設の法手続き 農業委員会への申請書の提
出 
※地方公共団体、JA、農家等
以外は、農地所有者から直接
農地を借りられず、地方公共
団体等の介在が必要 

市町村の市民農園区域の
指定、整備運営計画の承認
が必要 

法的手続きは不要（利用者と農
園利用契約を行う必要がある） 
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7-2市街化調整区域内における上下水道整備のあり方・考え方 

7-2-1上水道の整備 

(1)給水区域 

本村の給水区域は、村全域とされており、本事業の拠

点も給水区域に位置付けられている。 

給水区域は、事業計画に位置付けられるものであり、

以下に示す給水義務（水道法第 15 条）により給水の要

望があった場合は、配水管を整備する必要がある。 

本事業では、第一段階において体験農園（市民農園）

内に休憩施設（利用者の手洗い場、トイレ等）の設置が

必要となる。これにより、給水の要望を行う必要がある。 

 

■給水義務（水道法第 15 条） 

水道事業者は，事業計画に定める給水区域内の需

要者から給水契約の申込みを受けたときは，正当な

理由がなければ，これを拒んではならない。 

 

(2)配水管などの整備イメージ 

 以下に、配水管などの整備イメージを示す。既存の配水管は、中城公園の入り口付近まで整備されて

いると想定される。体験農園（市民農園）内の休憩施設での給水の要望が想定されるため、配水管など

を新たに整備し、給水を行う必要がある。 

なお、公道から民地への引込みについては、事業者の負担により給水管を整備する必要がある。 

 
図 7-4 配水管などの整備イメージ  

図 7-3 北中城村の給水区域 
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7-2-2下水道の整備 

(1)想定する整備手法 

本事業計画予定区域は、市街化調整区域に該当しており、北中城村の公共下水道区域には含まれてい

ない。このため、本事業計画予定区域における下水道整備のあり方としては、以下の整備方法が考えら

れる。 

① 合併処理浄化槽 

② コミュニティプラント（地域し尿処理） 

 

■交付金の活用 

なお、本事業は、地方創生に関する事業であるため、汚水処理施設の整備においては、「地方創生汚水

処理施設整備推進交付金」の活用が想定される。この交付金の対象となる施設は、公共下水道、集落排

水施設、浄化槽であるため、対象とする事業は、浄化槽事業とする。 

 

(2)概算事業費 

 以下に、浄化槽の概算事業費の算出結果を示す。浄化槽の概算事業費は、汚水量より必要となる浄化

槽の人槽を算出し、この人槽からメーカーヒアリングより設定した浄化槽費用の算定式より算定してい

る。浄化槽の概算事業費は、全体で約 2 億円程度となる。 

 

表 7-3 浄化槽の概算事業費 

 

  

■第2段階
日最大汚水量 汚水量原単位 浄化槽人槽 浄化槽事業費

(m3/日) (ｍ3/人・日) (人) (千円)

道の駅・健康増進施設 15 0.2 75 9,670

医食同源食堂 51 0.2 255 30,980
合計 40,650
■第3段階

日最大汚水量 汚水量原単位 浄化槽人槽 浄化槽事業費
(m3/日) (ｍ3/人・日) (人) (千円)

医療・福祉施設 220 0.2 1100 131,030

■第4段階
日最大汚水量 汚水量原単位 浄化槽人槽 浄化槽事業費

(m3/日) (ｍ3/人・日) (人) (千円)

優良田園住宅 17.6 0.2 88 11,210

滞在型市民農園施設 17.6 0.2 88 11,210
合計 22,420

合計浄化槽事業費（千円） 194,100

区分

区分

区分
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第8章地域再生計画への位置付け 
 以下に、検討を行い作成した地域再生計画（案）の一部を示す。全文は、報告書本編に記載する。 

 

図 8-1 地域再生計画（案）① 
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図 8-2 地域再生計画（案）② 
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第9章委員会・自治会役員会など各種会議の設置・運営 
 

9-1委員会の概要 

(1)委員会の名称 

農を活かした健康･福祉の里づくりに向けた推進事業業務推進検討委員会 

 

(2)委員会のメンバー 

表 9-1 委員会のメンバー 

 種別 団体・企業等名称 出席者氏名 役職 

１ 有識者 琉球大学 荒川雅志 教授（医学博士） 

２ 農業関係 農業委員会・農業者代表 安座間敏幸 農業委員会職務代理者 

３  沖縄県農業協同組合 大城幸一 副支店長 

４ 地域住民代表 北中城村行政区荻道自治会 平田保 自治会長 

５  北中城村行政区大城自治会 新垣正良 自治会長 

６  学校法人三育学院沖縄三育小学校 小原義信 校長 

７ 健康・福祉関係 北中城村社会福祉協議会 久高郁枝 社協事務局長 

８  アガペ会北中城若松病院 大山朝彦 法人事務局部長 

９ 金融・経済関係 沖縄銀行（東京三菱ＵＦＪ協定銀行） 眞喜志大輔 北中城支店長 

１０  沖縄振興開発金融公庫 池添昭二 地域振興班課長 

１１ 行政関係（福祉関係） 北中城村役場福祉課 喜納啓二 課長 

１２ オブザーバー 財全グループ 池田盛作 代表取締役 

 

9-2委員会の開催概要 

 委員会の開催概要を以下に示す。また、委員会の資料は、別添参考資料に掲載する。 

表 9-2 第 1 回の開催概要 

第 1 回 開催日時 令和元年 9 月 25 日(水)  10:30～12:00 
開催場所 北中城村役場 別館 1 階 

参加者 
（委員） 

■琉球大学 教授（医学博士） 荒川雅志 委員長 

■農業委員会・農業者代表 安座間 敏幸 委員 

■沖縄県農業協同組合 宮城盛和 委員 

■北中城村行政区荻道自治会 平田保 委員 

■北中城村行政区大城自治会 新垣正良 委員 

■学校法人三育学院 沖縄三育小学校 小原義信 委員 

■北中城村社会福祉協議会 久高郁枝 委員（欠席） 

■沖縄振興開発金融公庫 玉城 紘貴 委員（代理） 

■沖縄銀行北中城支店 眞喜志 大輔 委員 

■北中城村役場福祉課 喜納啓二 委員（欠席） 

■アガぺ会北中城若松病院 大山朝彦 委員 

■財全グループ 池田盛作 （オブザーバー）（欠席） 
参加者 
(事務局) 

農林水産課  
鹿島参事 

オリエンタルコンサルタンツ 
梶原、二宮、谷 
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表 9-3 第 2 回の開催概要 

第 2 回 開催日時 令和元年 11 月 29 日(金)  10:30～12:00 
開催場所 北中城村役場 別館 1 階 

参加者 
（委員） 

■琉球大学 教授（医学博士） 荒川 雅志 委員長 

■農業委員会・農業者代表 安座間 敏幸 委員 

■沖縄県農業協同組合 大城 幸一 委員（代理） 

■北中城村行政区荻道自治会 平田 保 委員 

■北中城村行政区大城自治会 新垣 正良 委員 

■学校法人三育学院 沖縄三育小学校 小原 義信 委員 

■北中城村社会福祉協議会 久高 郁枝 委員 

■沖縄振興開発金融公庫 池添 昭二 委員 

■沖縄銀行北中城支店 眞喜志 大輔 委員 

■北中城村役場福祉課 喜納 啓二 委員 

■アガぺ会北中城若松病院 大山 朝彦 委員 

■財全グループ 池田 盛作 （オブザーバー） 

■財全グループ 我如古 盛敏（随行者） 

参加者 
(事務局) 

農林水産課  
鹿島参事、楚南課長 

オリエンタルコンサルタンツ 
梶原、二宮、谷 

 

表 9-4 第 3 回の開催概要 

第 3 回 開催日時 令和 2 年 2 月 21 日(金)  15:00～16:30 
開催場所 北中城村役場 別館 1 階 

参加者 
（委員） 

■琉球大学 教授（医学博士） 荒川 雅志 委員長 

■農業委員会・農業者代表 安座間 敏幸 委員(欠席) 

■沖縄県農業協同組合 大城 幸一 委員（代理） 

■北中城村行政区荻道自治会 平田 保 委員 

■北中城村行政区大城自治会 新垣 正良 委員 

■学校法人三育学院 沖縄三育小学校 小原 義信 委員 

■北中城村社会福祉協議会 久高 郁枝 委員 

■沖縄振興開発金融公庫 池添 昭二 委員 

■沖縄銀行北中城支店 眞喜志 大輔 委員 

■アガぺ会北中城若松病院 大山 朝彦 委員（欠席） 

■財全グループ 池田 盛作 （オブザーバー） 

■財全グループ 我如古 盛敏（随行者） 

参加者 
(事務局) 

農林水産課  
鹿島参事、楚南課長 

オリエンタルコンサルタンツ 
梶原、二宮、谷 

 

9-3事業予定者との調整 

事業者との調整は、当初ワーキング会議 3 回程度での調整を予定していたが、一同に会する場である

とバイオガス発電設備会社などが情報を開示しにくいことから、個別のヒアリングや説明会などにより

実施することとした。 
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9-3-1第 1 回目のヒアリングによる意見 

■財全グループ 

 協定の件については協力したい意向であるが、最終的には事業性の評価を確認してからとなる。 

 原料の変動で収益や発電量が変わるリスクを考慮し、原料の不足分を独自でも調達したい。 

■アガぺ会 

 「道の駅」のような施設や、滞在型市民農園の展開を行うとした場合、病院が運営は行えないが、

利活用は多いに考えられる。 

 循環バスを活用した交通手段について、村が計画している観光周遊バス・コミュニティバスとの接

続を基本に、料金を取らない・本病院の協会への善意の寄付として運用できるなら、福祉バスとし

て病院としては十分に検討できるものと思われる。 

■三育小学校 

 学童及び本校関係者（父兄・卒業生等含む）について、農園として幾つかの区画を確保していただ

き、管理面もお願いできればと考える。 

 村、三育、若松、ＪＡ、財全、地域による地域活性化・環境保全協力（仮称）などの協定締結は考

えられる。その上で、民間企業が撤退しない・協力的に取り組める施策や環境づくりが必要と思う。

色々な声を聞き、考え、事業の道筋を検討することが重要と思う。 

■JA グループ 

 ＪＡグループとしては管理運営に関しての協力は十分に考えられる。 

 

9-3-2第 2 回目のヒアリングによる意見 

■財全グループ 

 対象地におけるバイオガス発電の売電ができないため、事業性が確実に確保され、財全の実績とし

て残る形で事業化できるようにすることが重要。 

■イオンモール 

 生ゴミの処理は他業者にいったん委託することを検討中。安全性や、金銭的なメリットを考慮しつ

つ、検討を行う。 

■アガぺ会 

 地域住民の要望もあり、三育・若松中心で事業を進捗することが望ましい。 

 農家レストランについて、学生の実習の場として利用したいとの意見がある。 

 

9-3-3第 3 回目のヒアリング（三育小学校理事との意見交換） 

バイオガス発電の安全性および環境対策を説明し、三育小学校に対して理解を得ることを目的として

実施した。 

 

■主な意見 

 どれくらいの臭気になるかを数値で示してほしい。 

 候補地はグラウンドの奥側になると思う。臭気は下の方に流れるが校舎の方に影響はないか。 

 運搬車両のルートや、どのような車が、どの程度の頻度、時間でくるのかは今後提示してほしい。 

 食育・環境教育については、教育的には良い環境を作っていけると考えている。 

■今後の方針 
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 安全性とともに臭気への対策を徹底し、設計の内容に反映する。 

 臭気が少なからず発生する場合は、小学校や周辺環境への影響は与えないことを数値で明示する。 

 食物残渣の運搬・搬入に関しては、学校の始業前・就業後を基本とし、生徒に影響を与える事の無

い時間帯を設定。 

 

9-4自治会との意見交換・説明会 

本事業に関する地域住民との合意や事業に関する意見などを把握するため、懇談会として今年度第 2

回目の自治会役員の説明会を実施した。 

■主な意見のまとめ 

 新たな拠点の整備では、生活道路としての機能も位置付けてほしい。 

 荻道のひまわり祭で必要な駐車場やトイレなどの機能とともに、フラワーパーク（村立公園のよう

なもの）としての整備を行えないか。 

 パート等で地域の人が働き、花を植える作業などをできればよいと思う。 

 三育小学校の下の斜面の部分を集落の方とつながるように将来的な整備を検討してほしい。 

 レストラン街の場所に蝶ハウスの整備を検討してほしい。 

 農地所有適格法人に荻道自治区が参画し、事業を実施する提案もしてもらいたい。 

 

9-5県中城公園・中城村との連携について 

県中城公園および中城村と連携し、事業進捗・調整を図るため、協議・調整用の資料作成を行った。

資料は参考資料として示す。 

 

9-6役場庁内及び関係機関との調整と意見の反映 

 関係課のうち、特に本事業と関係の深い農林水産課および福祉課を対象として、意見聴取を実施した。 

■主な意見のまとめ 

 協定締結は、村としては十分に検討できるものと思われる。 

 市民農園・観光農園及び福祉農園や、「道の駅」のような施設の展開に取組む場合、利用可能な補

助金・交付金の確保や公報でのアピール、受付窓口としての役割などの取組みは考えられる。 

 財全が事業展開の今後を考えた場合村として設立手続きなどの応援について、助言・支援・協力は、

できるものと思われる。 

 三育小学校が保有する土地の一部借地対応への村としての助言・支援・協力は、できるものと思わ

れる。  
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第10章 整備イメージパースの作成 
 

 委員会や自治会説明会での意見、今年度の検討内容を踏まえて作成した整備イメージパースおよび整

備イメージ図を以下に示す。 

 

図 10-1 整備イメージパース 

 

図 10-2 整備イメージ図 
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第11章 ロードマップとしての土地利用計画・事業化計画の作成 
 

11-1土地利用方針 

11-1-1段階的整備方針 

アンケート調査により把握した地権者の意向や、法的制約、敷地面積等から、候補地の西側から整備

を進める。また、最も事業の進捗が早いバイオガス発電等、食の循環に関する事業を第一段階整備とし

て位置づけ、法的制約が比較的厳しくない区域において早期着手する。 

 

図 11-1 整備対象主要地区における段階整備区域案 
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11-1-2交換分合を踏まえた土地利用方針 

アンケートによる地権者の意向調査結果を受けて、所有地を自己活用することを希望する地権者に対

しては、将来的に交換分合制度を用いた農用地の集団化を図ることを検討する。また、アンケートは適

宜追加アンケートを実施し、地権者の詳細な意向把握を行い、今後の調整を行う。 

 

 
図 11-2 交換分合による土地利用の集約イメージ 

 
図 11-3 交換分合制度の仕組み 

 

  



40 

11-1-3施設配置図（案） 

 以下に、施設全体の配置図（案）を示す。 

 

図 11-4 全体の施設配置図 

11-1-4今後の方針 

(1)三育小学校との調整 

三育小学校への説明会において決定した今後の方針に基づき、関係者（理事や保護者）との調整を継

続する。 

 

■今後の方針 

 安全性とともに臭気への対策を徹底し、設計の内容に反映する。 

 臭気が少なからず発生する場合は、小学校や周辺環境への影響は与えないことを数値で明示する。 

 食物残渣の運搬・搬入に関しては、学校の始業前・就業後を基本とし、生徒に影響を与える事の無

い時間帯を設定 

⇒上記の方針の上で、関係者（理事や保護者）との調整を継続 

 

(2)追加アンケートの実施 

整備対象区域の地権者に対しては今後アンケート等により詳細な意向把握を行い、調整を実施する。 
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11-2事業化計画 

11-2-1第一段階整備区域の取組みについて（三育小学校保有地活用のモデル導入案） 

(1)第一段階整備区域における施設概要 

 第一段階整備の実施場所は、三育小学校に隣接する三育小の所有地を候補とし、主な施設はバイオガ

ス発電施設、作業管理ハウス、コンテナ式水耕栽培施設、体験農園等とする。 

表 11-1 第一段階整備区域における施設概要 

 導入施設 
導入費用
（万円） 

面積
(坪) 

面積
(m2) 

備考 

① バイオガス発電施設 約 22,000 115 379.5 面積には資材倉庫等も含む。 

② 作業管理ハウス 約 1,100 30 100.0 
 冷蔵庫・育苗用保冷室・プ

レハブ：一棟（18坪） 
 プレハブ：一棟（10 坪） 

③ コンテナ式水耕栽培施設 約 1,120 55 170 ― 

④ 施設園芸・水耕ハウス 約 1,350 210 630 

 バナナ用ハウス：100 坪 
 バニラおよびﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ用

ハウス（100 坪） 
 その他（10 坪） 

⑤ 体験農園 約 760 165 545 

 体験農園：4面（8坪×4面） 
 オーナー農園：17 面（4 坪

×17面） 
 福祉農園：5面 
 資材倉庫等 7 坪 

⑥ 駐車場 約 210 65 200 
 職員用 4 面、訪問客用 10

面 

⑦ 
全体的な敷地造成及び、 
歩道等整備、インフラ設置 

約 960 640 2,110 ― 

⑧ 園芸ﾊｳｽ又は露地栽培圃場 ― ― ― 追加整備予定地 

 
図 11-5 第一段階施設配置図 

(2)事業の実施者について 

本事業では、バイオガス発電とともに、植物工場や園芸ハウスにおける農業経営を行うため、農業経

営を行うことができる農業法人を事業者の条件とする。農業経営を営むことができる「農地所有適格法

人」を事業者の条件とし、既存もしくは新規の農地所有適格法人により事業を実施する。 

■想定される農地所有適格法人の構成（案） 

北中城村、JA おきなわ、農業関連企業（村内）、その他民間企業（植物工場等の実績企業）、バイオ

ガス発電設備会社 など 
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11-2-2第二段階整備区域の取組みについて 

(1)第二段階整備区域の実施場所 

 第二段階整備区域を以下に示す。より多くの集客を得るため、農産物直売所・農家レストランは、中

城公園に隣接することが望ましく、以下の候補地にて事業を実施する。 

 
図 11-6 第二段階整備区域 

(2)第二段階整備区域における施設概要 

第二段階では、体験・観光型オーナー制農園、農産物直売所・農家レストラン、四季のお花畑（冬・

夏：ヒマワリと芝桜、春・秋：コスモスと菜の花）、オオゴマダラの巣箱木帯等の整備を実施する。 

表 11-2 第二段階整備区域における施設概要 

導入施設 
導入費用
（万円） 

面積
（坪） 

面積
(ha) 

備考 

園芸（水耕・養液注入方式）ハ
ウスでの栽培 

15,000 1,150 0.38 

 水耕イチゴハウス 
 水耕ミニトマトハウス 
 播種・育苗ハウス 
 管理小屋・倉庫・通路等 

体験・観光型オーナー制農園 850 200 0.07 
 体験農園 20 面 
 オーナー農園 30 面 

農産物直売所・農家レストラン ― 500 0.17 

 農産物直売所：160坪 
 店舗：45坪 
 食堂（厨房含）：120 坪 
 トイレ：25 坪 
 食品加工室・事務室等：50 坪 
 料理体験及び医食健康相談と休

息コーナー：50 坪 

駐車場 980 445 0.15 
職員用：14 面、客用：50面、観光バ
ス用：2面、マイクロバス用：４面 

管理事務所 720 25 0.01 プレハブハウス：１棟  
全体的な敷地造成及び植栽・歩
道等整備 

3,100 2,390 0.79 ― 

 

(3)事業の実施者について 

第一段階と同様に、農地所有適格法人などの民間事業者が事業を実施する。  
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11-2-3第三段階整備区域の取組みについて 

第三段階においては、医食同源の核となる医療・福祉施設の整備を実施する。なお、事業者自らが地

域への説明を行い、村への要請を地元自治会、事業者とで実施する。 

(1)第三段階整備の実施場所 

第三段階整備区域を下図に示す。医療福祉施設では、第一段階整備におけるバイオガス発電施設から

の非常時電源供給を受けるため、第一段階整備区域に近接している必要がある。なお、第三段階整備区

域は、現在 1 地権者が仮登記中である。 

 
図 11-7 第三段階整備区域 

(2)法的規制について 

 第三段階整備区域は市街化調整区域、農振農用地であるため、農振農用地除外、農地転用、開発許可

申請等を行う必要がある。 

 

(3)事業の実施者について 

 第三段階における事業の実施者は、村内の特定医療法人を想定する。 

 

11-2-4第四段階整備区域の取り組みについて 

(1)第四段階整備の実施場所 

 第四段階整備区域を右図に示す。 第三段階において医

療・福祉施設の整備を実施した土地の東側で整備を行う。 

 

(2)第四段階整備における施設概要 

 第四段階においては、優良田園住宅や滞在型市民農園の整

備を行う。 

  図 11-8 第四段階整備区域 
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(3)法的規制について 

 第四段階整備対象区域は市街化調整区域、農振農用地であるため、優良田園住宅は、農振農用地除外、

農地転用、開発許可申請等を行う必要がある。ただし、優良田園住宅は、村が基本方針を作成すること

により、農振除外・転用手続きの簡素化を図ることが可能である。また、滞在型市民農園については、

市民農園法などに基づき、施設の内容に応じて対応を図る必要がある。 

 

(4)事業の実施者について 

 第四段階においては、県内民間企業（農業協同組合、ハウスメーカー等）が中心となり、事業を実施

することを想定する。 

 

11-2-5健康増進施設の取組みについて 

今年度業務における検討の結果、健康増進施設としてパークゴルフ場を整備することとする。北中城

村および中城村が連携し、中城公園での整備を県へ要望を行っていく。 

(1)健康増進施設整備区域の考え方 

今年度業務における検討の結果、県中城公園の近隣に整備することとする。周辺住民だけでなく、県

民の健康増進施設として機能することも期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11-9 健康増進施設（パークゴルフ場）整備区域 

(2)パークゴルフ場に期待される効果 

パークゴルフ場の整備により、北中城村だけでなく、中城村および中城公園の活性化も期待される。 

また、県中城公園の近隣に整備されることで、周辺住民だけでなく、県民の健康増進施設として機能す

ることも期待される。 
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(3)中城公園における位置付け 

健康増進やコミュニティの創造は、北中城村だけでなく、周辺市町村の住民も対象として考える必要

がある。 

また、健康増進は県民の課題でもあることから、パークゴルフ場などの健康増進施設は中城公園に位

置付けることが望ましいと考えられる。 

これらのことから、健康増進施設整備については、北中城村および中城村が連携し、県へ要望を行っ

ていく。 

 

 

11-2-6事業全体の概略スケジュール 

 以下に、事業全体の概略スケジュールを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第1段階事業（バイオガス発電など）

1
農地所有適格法人
の設立など

2 地権者との調整

3 詳細設計

4 施工

5 事業進捗

第2段階事業（健康食レストラン・観光農園など）

1 地権者との調整

2 設計

3 施工

4 事業進捗

第3段階事業（医療・福祉施設）

1 県との調整など

2 設計

3 施工

4 事業進捗

第4段階事業（滞在型市民農園・優良田園住宅）

1
県・地権者との調
整など

2 整備方針の策定

3 事業者の公募

4 設計・施工

：概略のスケジュールであり事業進捗は前後する

令和5年度
（2023年度）

令和6年度以降項目
令和3年度

（2021年度）
令和4年度

（2022年度）
令和2年度

（2020年度）

補助金申請
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11-2-7各事業及び全体の管理・運営方法・体制 

エリアマネジメント組織の前段階となる枠組みについて、関係者による協定を締結し、連携した事業

の検討・進捗を図っていく。なお、協定書の締結者は、村や自治会、民間事業者、教育機関などを想定

しており、各関係者の果たすべき主な役割は以下のとおりとする。 

表 11-3 協定書の締結者（案） 

協定事業者 取組み内容 
北中城村 食物残渣の処理対応、コンテナ式水耕栽培・事業全体

の管理・助言 
商業施設 食物残渣の提供 
教育機関 環境教育及び学童農業体験実施 
民間事業者（農地所有適格法人） 指定管理事業の受託・事業実施 
JA おきなわ北中城支店 

農業事業に関する連携・事業参画、事業に関する助言 農業関連企業（村内） 
その他民間企業（植物工場等の実績企業） 
特定医療法人 医食同源を踏まえた健康づくり支援 
荻道自治会 

地域との連携、事業の監視 
大城自治会 
バイオガス発電設備会社 バイオガス発電に関する設備提供・事業実施 

 

 

11-3造成基本設計 

第 1 段階整備区域を対象として、造成の基本設計を行ったもの次頁に示す。候補地は斜面地であるた

め、若干の造成・切り盛りなどが発生する。 

 

図 11-10 造成基本設計図 


